
長野市監査委員告示第16号 

 

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、長野市長から措置を講じた旨

の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

平成24年11月29日 

長野市監査委員    増 山 幸 一 

同           轟   光 昌 

同      松 木 茂 盛 

同           高 野 正 晴 

 



措置の通知書 

 

平成 24 年度 随時監査（工事監査・前期）（24監査第 46号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

１ 計画及び設計について 

  施設更新工事の計画及び設計に関し注意す

べきもの 

（報告書３ページ） 

 城山動物園大型遊具改修工事は、当初、下部施

設（モノレールの高架軌道敷等）は既存のまま使

用し、上部施設（モノレールの車両等）を更新す

るため、随意契約方式によって、平成23年３月22

日から平成24年３月15日までの工事契約が締結

された。 

 しかし、下部施設は建設後約50年を経過する中

で、建築基準法の改正などにより、「既存不適格

建築物（注）」であることが判明し、改修が必要

なことから当該下部施設を更新するため、城山動

物園モノレール下部施設更新工事が、平成23年12

月26日から平成24年３月30日までの工期で上部

施設の工事を請け負った事業者へ随意契約方式

により追加発注された。 

 大型遊具等の改修については、事前に上部施設

と基礎部分である下部施設の構造など全体の現

状を詳細に調査・検討した上で、実施設計を行う

必要がある。 

 今回は分割発注工事となってしまったが、結果

として、競争入札方式による上部施設・下部施設

の一括工事発注が望ましいものと考えられる。 

 今後、同様の特殊な更新工事の計画及び設計を

する場合、現行法令やその基準などの適合性の検

証を専門業者のみに委ねるのではなく、事業担当

課も事前に施設全体の精査及び経済性や有効性

について十分検討するよう努められたい。 

 （以下略） 

（公園緑地課） 

 

 

 大型遊具の改修工事が分割発注となったこ

とについては、事前に施設全体の現状を精査

し、現行法令や基準等との適合性の検証を行わ

なかったことが原因であったため、今後は大型

遊具等の改修に当たり事前に施設全体の精査

を行い、経済性や有効性について確認・検討す

ることを課内において周知して改善を図った。 

（公園緑地課） 

 



措置の通知書 

 

平成 24 年度 随時監査（工事監査・前期）（24監査第 46号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

２ 契約について 

(1) 変更契約に関し注意すべきもの 

（報告書３～４ページ） 

 排水機場整備 蓮生寺排水機場ポンプ始動整流

装置整備工事は、当初、平成24年１月30日から平

成24年３月31日までの契約であったが、平成24

年２月24日付けで請負事業者の現場代理人から

「東日本大震災の影響により福島県いわき市で

製造されている部品類の納入が大幅に遅れるこ

とから、平成24年５月15日までの工期延長」に係

る工事施工協議（指示）書（以下「協議書」とい

う。）が提出された。そこで、事業担当課ではこ

の協議書を受理し、平成24年３月31日付けで変更

契約を締結して５月15日まで工期を延長したも

のである。 

 次に北部地域スポーツレクリエーションパー

ク建設工事は、当初、平成23年９月14日から平成

24年３月31日までの契約であったが、平成24年３

月１日付けで請負事業者の現場代理人から「埋蔵

文化財の発掘調査と天候不良による作業日数不

足による工期延長」に係る協議書が提出された。

そこで、事業担当課ではこの協議書を受理し、平

成24年３月23日付けで変更契約を締結して、６月

29日まで工期を延長したものである。 

 上記２件の工事は、施工協議後約３週間から１

か月以上経過した時点で変更契約を締結してい

るが、長野市契約規則第43条では「契約金額の増

減又は履行期間の伸縮を必要とする契約者との

協議が定まり、契約の内容を変更しようとすると

きは、５日以内に変更契約書を作成する。」と規

定されている。 

また、同規則第61条では「契約者が天災その他

避けることのできない事由により、当該契約に定

めた期間内に契約を履行できないときは、契約者

から必要事項を記載した履行期間延長申請書を

提出させる。」と規定されているが、この申請書

の提出を求めずに、協議書のみで事務処理が行わ

れていたものである。 

 今後、長野市契約規則など契約に関する法令を

遵守し、適正な事務処理の執行と請負事業者への

指導・監督に十分努められたい。 

（農業土木課、体育課、公園緑地課）

 

 

 

指摘された変更契約及び履行期間延長申請

については、契約規則の理解不足が原因である

ため、契約規則を確認し、適正な契約及び指導

監督を行うよう、課内に周知・徹底した。 

（農業土木課） 

 

 施工協議後３週間以上経過し、変更契約を締

結したことについては、平成 23年 12 月１日施

行の「長野市建設工事等設計変更及び契約変更

事務取扱要領」の第７条及び第８条の「軽微な

設計変更」に該当するものであると判断し、協

議から契約までの期間が 22 日となったもので

あるが、契約課に確認したところ、工期変更に

ついては５日以内の変更処理を実施する旨の

指示を受けた。 

 今後は契約規則に則り処理するよう周知徹

底をした。 

 また、協議書のみで変更契約事務処理が行わ

れたことについては、発注者の指示とすべきと

ころ、受注者からの協議で処理をしたものであ

る。 

 今後は契約規則に則り処理するよう周知徹

底をした。 

（公園緑地課） 

 

 



措置の通知書 

 

平成 24 年度 随時監査（工事監査・前期）（24監査第 46号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

(2) 小規模工事の発注に関し注意すべきもの 

（報告書４～５ページ） 

ア 市単農道篠ノ井北 38 号線法面整備工事は、

契約金額 50 万円以下の工事（以下｢小規模工

事｣という。）が、平成 24 年３月６日から平成

24 年３月 30日までと平成24年４月 10日から

平成 24 年４月 27 日までの２回にわたって、同

一工事名及び同一業者により、実施されたもの

である。 

  小規模工事は、各担当課に設置されている業

者選定委員会において施工事業者を選定する

ことにより入札が不要となり、災害復旧等の緊

急工事などに有効な契約方式である。 

  しかしながら、当該工事のように小規模工事

限度額の範囲内で工区を分け、分割発注するこ

とは、小規模工事の本来の目的を損なうものと

なっている。 

  今後、事業の必要性や緊急性、優先性などを

十分審査した上で、競争性、公平性及び透明性

が確保される競争入札方式により、適正な工事

発注に努められたい。 

（農業土木課） 

 

イ 長野北326号線側溝整備工事は、平成24年２

月13日から平成24年３月26日までの小規模工

事として実施されたものである。 

  当該市道（現状の有効幅員3.0m）は、延長約

70ｍ区間について、側溝の開渠部分に蓋掛けを

することにより、全幅4.0mの有効幅員が確保さ

れ、車両のすれ違い及び歩行者の通行がより安

全となるほか、脱輪・転落等事故の未然防止も

期待できる。 

  ところが、延長約70ｍの区間の内、片側約26

ｍ相当がこの工事により完了した状況となっ

ている。 

 このように小規模工事限度額の範囲内で工

区を分ける工事の進め方については、緊急性が

乏しく、工事本来の目的や効果が長期間にわた

り発揮されていないように見受けられる。 

  今後、事業の優先順位や全体の整備内容を十

分精査し、計画的かつ効果的な工事発注に努め

られたい。  

（道路課） 

 

 

 

 小規模工事の発注においては、同一現場にお

ける同一工種の工事を分割発注することなく、

業者発注の公平性や透明性等を考慮し、競争原

理を働かせた適正な工事発注を行うよう職員

に周知した。 

 また、課内会議において発注前の設計書類の

審査体制を強化し、改善を図った。 

（農業土木課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長野北 326 号線側溝整備工事は、平成 23 年

度土木現地調査の要望に対応した工事である。

その後、当該工事箇所の東側について、次年度

（平成 24 年度）の土木現地調査で要望され、

実施したことが小規模工事で工区を分ける結

果となった。 

 当工事の実施にあたり、事業効果の範囲を要

望箇所に限定したことが原因であったため、指

摘を受け、平成 24年９月 27 日（木）に課内会

議を設け、土木現地調査の要望については、内

容を吟味し、どのような効果がどの範囲まで発

揮されるかを精査し、事業に取り組むよう職員

の意思統一をした。 

 

 具体的には、 

・路線ごとに効果の範囲を決定し、小規模工事

限度額を超える場合は、競争入札方式による

工事を行う。 

・小規模工事を実施する場合、最高限度額にか

かわらず、適正な工事区間を設定し、見積り 



措置の通知書 

 

平成 24 年度 随時監査（工事監査・前期）（24監査第 46号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

 （続き） 

 

 する。 

・土木要望事項について、隣接する地区等と調

整し、優先順位を見直し、実施件数を絞り込

む。 

 以上を確認し、改善を図った。 

（道路課） 

 


